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これから２年で大激変！

アスベストリスクマネジメントと企業価値向上手法

株式会社船井総合研究所

環境ビジネスコンサルティングＧ

チームリーダー 黒川 智玄

全国アスベスト適正処理協議会
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船井総研のご紹介
創 立 1970年3月6日
従業員 562名（2006年7月末時点）
資本金 3１億１８００万円
最高顧問 船井 幸雄
代表取締役社長 小山 政彦
東京証券取引所 第一部
大阪証券取引所 第一部 銘柄No.9757
ＵＲＬ http://www.funaisoken.co.jp
主たるコンサルティング内容

①現場主義に基づき、業績アップを目的として現実的な実践マーケ
ティング支援を行う定期コンサルティング（月次支援）

②経営戦略構築、新規ビジネスモデル提案・構築等をはじめとする
プロジェクト型（集中支援型）のコンサルティング

船井 幸雄 小山 政彦
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環境ビジネス
コンサルティングＧのご紹介

環境ビジネス・廃棄物処理ビジネス・リサイクルビジネス・新エネ
ルギービジネス・エコビジネスを展開する企業様に対して、専門的
に経営コンサルティングしている。

また日本最大級の環境専門サイト「eco-web.com」を運営し、そ
の情報量と質は日本でも№1の自負を持つ．

環境ビジネス・廃棄物処理ビジネス・リサイクルビジネス・新エネ
ルギービジネス・エコビジネスを展開する企業様に対して、専門的
に経営コンサルティングしている。

また日本最大級の環境専門サイト「eco-web.com」を運営し、そ
の情報量と質は日本でも№1の自負を持つ．

菊池 功 執行役員

環境ビジネスコンサルティンググループ

統括責任者
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環境ビジネス
コンサルティングＧのご紹介

グループメンバーはそれぞれが
専門の環境テーマを持っている

グループメンバーはそれぞれが
専門の環境テーマを持っている

農業
山田 浩太

廃棄物・
リサイクル
貴船 隆宣

一般廃棄物
東 新一

バイオ燃料
下川 譲
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環境ビジネス
コンサルティングＧのご紹介

グループメンバーはそれぞれが
専門の環境テーマを持っている

グループメンバーはそれぞれが
専門の環境テーマを持っている

再生資源
中島 健

環境人材
金子 裕人

食品
リサイクル
富田 一平

土壌汚染
小川 宏明

M&A
槻瀬 潔

京都議定書
岡崎 聡
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黒川 智玄のご紹介
（１）新卒で船井総研に入社

（２）飲食店・介護・アパレル業界のコンサルティングを経験

（３）現在は環境ビジネスコンサルティンググループに所属

（４）主に廃棄物処理企業の経営改革や組織力強化支援を担当

（５）得意分野

①アスベスト対策ビジネス

⇒２００６年度社内ビジネスプラン
コンテスト受賞

②営業組織力強化

③人材採用
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アスベスト対策ビジネス研究会

１．アスベスト対策企業のレベルアップを目指す

２．アスベスト対策に関する最新情報を提供・交換する

１．アスベスト対策企業のレベルアップを目指す

２．アスベスト対策に関する最新情報を提供・交換する

９月から９月から
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Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

１．リスクとは１．リスクとは

（１）危険な状況（１）危険な状況

（２）事件や事故が発生した状況（２）事件や事故が発生した状況

（３）損失の発生（３）損失の発生



10

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

２．リスクマネジメントとは２．リスクマネジメントとは

組織を前提とし、日常業務の予防対策、事件や事故
発生時の危機管理や復旧の活動のこと

組織を前提とし、日常業務の予防対策、事件や事故
発生時の危機管理や復旧の活動のこと

JISQ2001を参考

組織が行うリスクマネジメントとは

組織に所属する複数の人間が役割分担を行いなが
ら、組織に関わるリスクにどのように対応すれば良
いかを定めること

組織に所属する複数の人間が役割分担を行いなが
ら、組織に関わるリスクにどのように対応すれば良
いかを定めること
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Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

３．アスベストが抱えるリスク３．アスベストが抱えるリスク

アスベストは、人が吸い込み、胸に突き刺さることで
人体に悪影響を与える。中皮腫になった場合は、２０
～４０年の潜伏期間を経て死亡するケースもある。

アスベストは、人が吸い込み、胸に突き刺さることで
人体に悪影響を与える。中皮腫になった場合は、２０
～４０年の潜伏期間を経て死亡するケースもある。
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Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

３．アスベストが抱えるリスク３．アスベストが抱えるリスク

鉱
山

材
料
の
製
造

製
品
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製
造

施
工
・使
用

解
体
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去
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労働環境への影響

居住環境への影響
参考：早稲田大学教授 村山武彦氏の資料
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作業者作業者

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

３．アスベストが抱えるリスク３．アスベストが抱えるリスク

作業者

参考：早稲田大学教授 村山武彦氏の資料

作業者周辺の人

局所的な環境

一般環境



14

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

３．アスベストが抱えるリスク３．アスベストが抱えるリスク

2
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不動産価値
の下落

不動産価値
の下落

健康被害健康被害

訴訟訴訟

損害賠償
発生

損害賠償
発生

瑕疵担保
責任

瑕疵担保
責任
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Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

４．アスベストの被害者数予測４．アスベストの被害者数予測

資料：早稲田大学教授 村山武彦氏

２０３０年前後は約５，０００人/年の死者２０３０年前後は約５，０００人/年の死者
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Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

４．アスベストの被害者数予測４．アスベストの被害者数予測

今後は、アスベスト除去工事・処分・リサイクルに伴
う被害者の増加が予測される。

今後は、アスベスト除去工事・処分・リサイクルに伴
う被害者の増加が予測される。

２０４０年前後に急増
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Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

５．アスベストに関する主な法規制５．アスベストに関する主な法規制

■改築・大規模修繕時にアスベスト除去・封じ

込めする

■不特定多数が利用する施設は定期的に調
査する

建築基準法

■解体前にアスベストを除去する義務建設リサイクル法

■重要事項説明として書面で交付し説明する宅地建物取引業法

押さえておくべき内容法令
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Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

５．アスベストに関する主な法規制５．アスベストに関する主な法規制

■特別産業廃棄物として処理、もしくは無害

化後に産業廃棄物として処理
廃棄物処理法

■発注者は、工事請負人に対して石綿含有

廃棄物の使用状況を通知するように努める

■作業者の安全のためレベル１・２・３別に作

業レベルを指定

石綿障害予防規則

押さえておくべき内容法令
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Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

６．最新！アスベストに関わる規制と動向６．最新！アスベストに関わる規制と動向

■トレモライト・アンソフィライト・アクチノライトの飛散防止対

策を推進するため、関係各省と業界団体に対し、使用実態

の公表と分析体制の早期整備を求める要望を提出

東京都の要望書

（２００８年２月）

■日本では使用されていないとされていたトレモライトの使

用が保育園内あったと報道

読売新聞

（２００８年１月）

■日本では使用されていないとされていたトレモライト・アン

ソフィライト・アクチノライトの再調査の必要がある

国交省・厚労省

の通達

（２００８年２月）

内容項目（時期）
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Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

６．最新！アスベストに関わる規制と動向６．最新！アスベストに関わる規制と動向

■有形固定資産にアスベストなどの有害物質が含まれてお

り、その対策などが法令に定められている場合、その費用
を資産と負債に計上する会計基準を導入することを決めた

（２０１０年度から）

金融庁の指令

（２００８年３月）

■アスベストの運搬作業者（日通勤務・ニチアスの作業場で

作業）が中皮種で死亡した件で、見舞い金を支給しないの

は不当だとして日本通運とニチアスに計４，６００万円の損

害補償を求め大阪地裁に提訴した

ドライバーの提訴

（２００８年２月）

内容項目（時期）
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Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

６．最新！アスベストに関わる規制と動向６．最新！アスベストに関わる規制と動向

■広島県が県内２，０００箇所の工場や事業場を対象に、配

管の断熱材など設備へのアスベストの使用実態を調査する

広島県の調査

（２００８年３月）

■調査分析項目をトレモライト・アンソフィライト・アクチノライ

トを含む６物質に拡大

JIS改正

（２００８年６月）

■石綿除去作業時に着用する呼吸保護具を電動ファン付き

などの一定以上の性能を持ったものに限定

保護具に限定

（２００８年８月）

内容項目（時期）
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７．アスベストリスクに注意すべき業界７．アスベストリスクに注意すべき業界

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

（１）建物管理者・建物保有者

（２）不動産企業 （３）アスベスト調査分析企業

（４）アスベスト除去企業 （５）アスベスト収集運搬企業

（６）アスベスト処理企業
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８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

（１）建物管理者・建物保有者

リスク

①危険な状況
・雇用社員の健康被害リスク
・賃貸先社員の健康被害リスク
・瑕疵担保責任

②事件や事故が発生した状況
・健康被害者などからの訴訟

③損失の発生
・訴訟による賠償金の発生
・企業ブランド価値の凋落⇒株価下落・売上下落など

①危険な状況
・雇用社員の健康被害リスク
・賃貸先社員の健康被害リスク
・瑕疵担保責任

②事件や事故が発生した状況
・健康被害者などからの訴訟

③損失の発生
・訴訟による賠償金の発生
・企業ブランド価値の凋落⇒株価下落・売上下落など



24

８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

（１）建物管理者・建物保有者

リスク

③損失の発生
・不動産価値の下落
⇒飛散が認知されればアスベスト対策費用の発生
⇒解体時にアスベスト対策費用が発生
・資産除去債務として計上
⇒将来発生する費用を債務として計上（２０１０年から）
⇒米国で２００５年３月に「条件付資産除去債務の会計処理」

と題した指針で厳格化
⇒日本でも２００８年３月に「資産除去債務に関する会計基準の

適用指針」が発表

③損失の発生
・不動産価値の下落
⇒飛散が認知されればアスベスト対策費用の発生
⇒解体時にアスベスト対策費用が発生
・資産除去債務として計上
⇒将来発生する費用を債務として計上（２０１０年から）
⇒米国で２００５年３月に「条件付資産除去債務の会計処理」

と題した指針で厳格化
⇒日本でも２００８年３月に「資産除去債務に関する会計基準の

適用指針」が発表
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資産除去債務とは

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

有形固定資産に有害物質が含まれており、その対
策・除去などが法令に定められている場合、その費用
を資産と負債に計上すること
（２０１１年３月期決算時から計上義務化）

有形固定資産に有害物質が含まれており、その対
策・除去などが法令に定められている場合、その費用
を資産と負債に計上すること
（２０１１年３月期決算時から計上義務化）

米国では土壌汚染だけで

２３兆円以上

あると言われている
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Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

米国企業の資産除去債務計上の例米国企業の資産除去債務計上の例

エネルギー大手企業コノコフィリップ
（米国石油業界３位）

６０００億円以上
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Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

日本企業の資産除去債務計上の例日本企業の資産除去債務計上の例

NECは２００５年度

９６億円以上
村田製作所は２００４年までに

７１億円以上
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８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

（１）建物管理者・建物保有者

対策方法

①建物にアスベストが存在するか否かを調査①建物にアスベストが存在するか否かを調査

②存在していれば、飛散の恐れがないかを調査②存在していれば、飛散の恐れがないかを調査

③飛散の恐れがあれば対策をする③飛散の恐れがあれば対策をする
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８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

（１）建物管理者・建物保有者

業務上過失致死傷罪に！？

アスベスト飛散の恐れを知っていながら
放置し、使用者が病気にかかると、
アスベスト飛散の恐れを知っていながら
放置し、使用者が病気にかかると、
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８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

（１）建物管理者・建物保有者

訴訟例

※大阪府文具店倉庫の例（2006年6月20日読売新聞）
アスベスト（石綿）が壁に吹き付けられた文具店で長年働き、一

昨年７月に中皮腫（ちゅうひしゅ）で死亡した大阪府内の男性（当時
７０歳）の遺族４人が２０日、「吹き付けアスベストの危険を予見で
きたのに防止措置を怠った」として、同店を所有し賃貸していた近
畿日本鉄道と関連不動産会社に、計約７３００万円の損
害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。原告側は「建物所有
者として安全対策を取る義務があったのに、除去したり借り主に警
告したりしなかった」と主張している。

※大阪府文具店倉庫の例（2006年6月20日読売新聞）
アスベスト（石綿）が壁に吹き付けられた文具店で長年働き、一

昨年７月に中皮腫（ちゅうひしゅ）で死亡した大阪府内の男性（当時
７０歳）の遺族４人が２０日、「吹き付けアスベストの危険を予見で
きたのに防止措置を怠った」として、同店を所有し賃貸していた近
畿日本鉄道と関連不動産会社に、計約７３００万円の損
害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。原告側は「建物所有
者として安全対策を取る義務があったのに、除去したり借り主に警
告したりしなかった」と主張している。



31

８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

（１）建物管理者・建物保有者

訴訟例

※札幌国際観光の例（2008年8月30日東京新聞）
ホテルを運営する札幌国際観光が、ボイラー室勤務

男性の妻から損害賠償を４，１００万円求められた。一
審判決で、請求が棄却されたが、控訴審判決で３，２０
０万円の賠償を命じた。

※札幌国際観光の例（2008年8月30日東京新聞）
ホテルを運営する札幌国際観光が、ボイラー室勤務

男性の妻から損害賠償を４，１００万円求められた。一
審判決で、請求が棄却されたが、控訴審判決で３，２０
０万円の賠償を命じた。
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８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

（２）不動産企業

リスク

①危険な状況
・瑕疵担保責任

⇒建物の買主が購入後、アスベスト建材使用を知っ
た場合、その対策費用を請求されるリスク

②事件や事故が発生した状況
・買主から訴訟

③損失の発生
・不動産売却額の下落
・損害賠償の決定

①危険な状況
・瑕疵担保責任

⇒建物の買主が購入後、アスベスト建材使用を知っ
た場合、その対策費用を請求されるリスク

②事件や事故が発生した状況
・買主から訴訟

③損失の発生
・不動産売却額の下落
・損害賠償の決定
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対策方法

（２）不動産企業

８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

①宅地建物取引業法の改正法を理解する
２００６年４月・６月改正法が施行

①宅地建物取引業法の改正法を理解する
２００６年４月・６月改正法が施行

②建築基準法の改正法を理解する
２００６年１０月改正法が施行

②建築基準法の改正法を理解する
２００６年１０月改正法が施行
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対策方法

（２）不動産企業

８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

①宅地建物取引業法の改正法を理解する
ⅰ．重要事項説明
⇒アスベスト（耐震診断・土壌汚染）について書面を交

付して説明する義務がある
⇒建物について、石綿使用の有無の調査結果が記録

されているときはその内容を説明する

①宅地建物取引業法の改正法を理解する
ⅰ．重要事項説明
⇒アスベスト（耐震診断・土壌汚染）について書面を交

付して説明する義務がある
⇒建物について、石綿使用の有無の調査結果が記録

されているときはその内容を説明する
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（２）不動産企業

８．各事業者のアスベストリスクと対策８．各事業者のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

①宅地建物取引業法の改正法を理解する①宅地建物取引業法の改正法を理解する

事実不告知の禁止
取引の相手が不利益をこうむる恐れのあ
る事実については、告知する義務
取引の相手が不利益をこうむる恐れのあ
る事実については、告知する義務
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対策方法

（２）不動産企業

８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

①宅地建物取引業法の改正法を理解する
ⅱ．事実不告知の禁止
⇒取引の相手方が重大な不利益をこうむるおそれの

ある事実については、告知する義務がある
⇒目視調査でアスベストと認知できる場合には告知
⇒告知書制度を利用し、アスベスト使用有無などを調

査する
⇒建物所有者・管理者などに問い合わせて調査

①宅地建物取引業法の改正法を理解する
ⅱ．事実不告知の禁止
⇒取引の相手方が重大な不利益をこうむるおそれの

ある事実については、告知する義務がある
⇒目視調査でアスベストと認知できる場合には告知
⇒告知書制度を利用し、アスベスト使用有無などを調

査する
⇒建物所有者・管理者などに問い合わせて調査
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対策方法

（２）不動産企業

８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

②建築基準法の改正法を理解する
ⅰ飛散の恐れがあるアスベスト含有建材使用を禁止
⇒増改築時のアスベスト建材の除去・封じ込め・囲い込

みの義務
⇒飛散の恐れがあるアスベスト建材がある建築物に対

し、特定行政庁が飛散防止措置を命令できる

②建築基準法の改正法を理解する
ⅰ飛散の恐れがあるアスベスト含有建材使用を禁止
⇒増改築時のアスベスト建材の除去・封じ込め・囲い込

みの義務
⇒飛散の恐れがあるアスベスト建材がある建築物に対

し、特定行政庁が飛散防止措置を命令できる
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対策方法

（２）不動産企業

８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

②建築基準法の改正法を理解する
ⅰ飛散の恐れがあるアスベスト含有建材使用を禁止
⇒特定行政庁がアスベスト建材の使用状況などを建物

保有者などに報告させたり、建物に立ち入り
検査ができる

⇒定期報告制度
不特定多数の人が利用する建築物などの保有者に
は定期的に専門技術者に調査させて報告す
るように義務付けている

②建築基準法の改正法を理解する
ⅰ飛散の恐れがあるアスベスト含有建材使用を禁止
⇒特定行政庁がアスベスト建材の使用状況などを建物

保有者などに報告させたり、建物に立ち入り
検査ができる

⇒定期報告制度
不特定多数の人が利用する建築物などの保有者に
は定期的に専門技術者に調査させて報告す
るように義務付けている
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（２）不動産企業

８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

※不動産会社に提訴（2007年3月16日毎日新聞）
建物を買った不動産管理会社が「事前説明のない部分
にアスベストがあった」として、不動産会社３社相手に除
去費などの損害賠償を求める訴えを起こした。売買時
には「アスベストは、３階増築部分の天井と梁に使用さ
れているが他にはない」と記載。しかし、別の部分に白
石綿が吹きつけられているのが見つかり、損害賠償を
求めることとした。

※不動産会社に提訴（2007年3月16日毎日新聞）
建物を買った不動産管理会社が「事前説明のない部分
にアスベストがあった」として、不動産会社３社相手に除
去費などの損害賠償を求める訴えを起こした。売買時
には「アスベストは、３階増築部分の天井と梁に使用さ
れているが他にはない」と記載。しかし、別の部分に白
石綿が吹きつけられているのが見つかり、損害賠償を
求めることとした。

訴訟例
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８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

（３）アスベスト調査分析企業

リスク

①危険な状況
・雇用社員とその家族の健康被害リスク
・分析結果の信憑性

②事件や事故が発生した状況
・健康被害者などからの訴訟
・分析結果のミス

③損失の発生
・訴訟による賠償金の発生
・企業ブランド価値の凋落⇒株価下落・売上下落など

①危険な状況
・雇用社員とその家族の健康被害リスク
・分析結果の信憑性

②事件や事故が発生した状況
・健康被害者などからの訴訟
・分析結果のミス

③損失の発生
・訴訟による賠償金の発生
・企業ブランド価値の凋落⇒株価下落・売上下落など
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８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

（３）アスベスト調査分析企業

対策方法

①個人の技術資格認定制度が必要
⇒アメリカではすでに資格制度がある
②クロスチェック制度
③再チェック制度
⇒千代田区では、分析結果で「アスベストなし」とした届

出案件に対して、区職員が立会のもとで解体する建
築物からサンプルを採取し、区長の指定する分析機
関でアスベストの有無を分析する制度を開始した。

（2007年6月から）

①個人の技術資格認定制度が必要
⇒アメリカではすでに資格制度がある
②クロスチェック制度
③再チェック制度
⇒千代田区では、分析結果で「アスベストなし」とした届

出案件に対して、区職員が立会のもとで解体する建
築物からサンプルを採取し、区長の指定する分析機
関でアスベストの有無を分析する制度を開始した。

（2007年6月から）
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８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

（４）アスベスト除去企業 （５）アスベスト収集運搬企業

リスク

①危険な状況
・雇用社員、その家族、近隣住民の健康被害リスク
・廃掃法違反⇒不法投棄（排出事業者責任）
・法規制の強化

②事件や事故が発生した状況
・ 健康被害者などからの訴訟

・不法投棄の発覚

①危険な状況
・雇用社員、その家族、近隣住民の健康被害リスク
・廃掃法違反⇒不法投棄（排出事業者責任）
・法規制の強化

②事件や事故が発生した状況
・ 健康被害者などからの訴訟

・不法投棄の発覚
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８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

③損失の発生
・賠償金の発生
・企業ブランド価値の凋落⇒株価下落・売上下落など

③損失の発生
・賠償金の発生
・企業ブランド価値の凋落⇒株価下落・売上下落など

（４）アスベスト除去企業 （５）アスベスト収集運搬企業

リスク
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８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

対策方法

（４）アスベスト除去企業 （５）アスベスト収集運搬企業

①リスクコミュニケーション
⇒発注者・作業社員・近隣住民とのリスク共有化
②関連法案の理解
⇒労働安全衛生法（石綿障害予防規則）
⇒大気汚染防止法
⇒廃棄物処理法
③社員・近隣住民の安全確保
⇒適正価格での受注

①リスクコミュニケーション
⇒発注者・作業社員・近隣住民とのリスク共有化
②関連法案の理解
⇒労働安全衛生法（石綿障害予防規則）
⇒大気汚染防止法
⇒廃棄物処理法
③社員・近隣住民の安全確保
⇒適正価格での受注
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８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

事故例

※大阪御堂筋沿いの商業ビル工事、アスベスト大量飛
散（2006年12月21日）
大阪市中央区心斎橋筋１丁目の商業ビルで行われた
耐震補強工事で、大阪府条例で定めた基準値の３１倍
のアスベスト（石綿）が大気中に飛散していたと発表し
た。ビルは御堂筋に面し、大丸心斎橋店南館などが入
居している。市は繁華街での発生を重視し、工事を請け
負った「竹中工務店」（同市中央区本町）に再発防止を
勧告し、業者名を公表した。

※大阪御堂筋沿いの商業ビル工事、アスベスト大量飛
散（2006年12月21日）
大阪市中央区心斎橋筋１丁目の商業ビルで行われた
耐震補強工事で、大阪府条例で定めた基準値の３１倍
のアスベスト（石綿）が大気中に飛散していたと発表し
た。ビルは御堂筋に面し、大丸心斎橋店南館などが入
居している。市は繁華街での発生を重視し、工事を請け
負った「竹中工務店」（同市中央区本町）に再発防止を
勧告し、業者名を公表した。

（４）アスベスト除去企業 （５）アスベスト収集運搬企業
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８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

訴訟例

※日通石綿問題 遺族が訴訟準備へ
（2007年9月12日 神戸新聞）
日本通運（東京）の元従業員の遺族が、尼崎市のクボ
タ旧神崎工場にアスベスト（石綿）を運搬するなどして石
綿関連疾患を発症したと訴えている問題で、同社と遺
族の話し合いが十一日、同市内であり、日通側はあら
ためて、遺族らが求める補償には応じない考えを示した。
遺族側は今後、日通に話し合いを求めず、訴訟に向け
た準備などを進めるという。

※日通石綿問題 遺族が訴訟準備へ
（2007年9月12日 神戸新聞）
日本通運（東京）の元従業員の遺族が、尼崎市のクボ
タ旧神崎工場にアスベスト（石綿）を運搬するなどして石
綿関連疾患を発症したと訴えている問題で、同社と遺
族の話し合いが十一日、同市内であり、日通側はあら
ためて、遺族らが求める補償には応じない考えを示した。
遺族側は今後、日通に話し合いを求めず、訴訟に向け
た準備などを進めるという。

（４）アスベスト除去企業 （５）アスベスト収集運搬企業
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８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

（６）アスベスト処理企業

リスク

①危険な状況
・雇用社員、その家族、近隣住民の健康被害リスク
・廃掃法違反⇒不法投棄（排出事業者責任）
・非飛散性アスベストの法規制強化

②事件や事故が発生した状況
・ 健康被害者などからの訴訟

・不法投棄の発覚

①危険な状況
・雇用社員、その家族、近隣住民の健康被害リスク
・廃掃法違反⇒不法投棄（排出事業者責任）
・非飛散性アスベストの法規制強化

②事件や事故が発生した状況
・ 健康被害者などからの訴訟

・不法投棄の発覚
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８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

（６）アスベスト処理企業

リスク

③損失の発生
・賠償金の発生
・追加処理費用の発生
・企業ブランド価値の凋落⇒株価下落・売上下落など

③損失の発生
・賠償金の発生
・追加処理費用の発生
・企業ブランド価値の凋落⇒株価下落・売上下落など
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８．各業界のアスベストリスクと対策８．各業界のアスベストリスクと対策

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

事故例

（６）アスベスト処理企業

※【神奈川】アスベスト250キロ、路上に不法投棄・容疑
の塗装工ら逮捕（2007年5月28日）
ビル改装工事で排出されたアスベスト約250キロを横浜
市内の路上に投棄したなどとして、神奈川県警生活経
済課は28日、塗装工、伊地知亮容疑者（34）＝同市中
区新山下＝ら2人を廃棄物処理法違反（不法投棄など）
の疑いで逮捕した。飛散などの被害は確認されていな
いという。県警によると、アスベストの不法投棄摘発は
全国でも異例という。

※【神奈川】アスベスト250キロ、路上に不法投棄・容疑
の塗装工ら逮捕（2007年5月28日）
ビル改装工事で排出されたアスベスト約250キロを横浜
市内の路上に投棄したなどとして、神奈川県警生活経
済課は28日、塗装工、伊地知亮容疑者（34）＝同市中
区新山下＝ら2人を廃棄物処理法違反（不法投棄など）
の疑いで逮捕した。飛散などの被害は確認されていな
いという。県警によると、アスベストの不法投棄摘発は
全国でも異例という。
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９．環境リスクのIT管理９．環境リスクのIT管理

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

アスベストシミュレーションアスベストシミュレーション

建物の構造などのデータか建物の構造などのデータか
ら所有の資産のアスベスト含ら所有の資産のアスベスト含
有量を算出し、処理、処置に有量を算出し、処理、処置に
かかる金額をシミュレーショかかる金額をシミュレーショ
ンします。ンします。

土壌汚染土壌汚染シミュレーションシミュレーション

建物の構造などのデータ建物の構造などのデータ
から所有の資産のから所有の資産の土壌土壌
汚染汚染を算出し、処理、処を算出し、処理、処
置にかかる金額をシミュ置にかかる金額をシミュ
レーションします。レーションします。
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９．環境リスクのIT管理９．環境リスクのIT管理

Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

耐震強度評価システム耐震強度評価システム 電子マニフェストシステム電子マニフェストシステム

建物の構造・地盤情報建物の構造・地盤情報
などのデータから客観などのデータから客観
的な視点からリスクを的な視点からリスクを
算出します。算出します。

アスベスト、汚染土壌なアスベスト、汚染土壌な
どの排出に伴う排出者どの排出に伴う排出者
責任を全うするため、責任を全うするため、
GPSGPS、、電子マニフェスト電子マニフェスト
を利用し、完全トレーサを利用し、完全トレーサ
ビリティをご提供します。ビリティをご提供します。
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Ⅰ．アスベストリスクマネジメント

リスク情報入力リスク情報入力

オーナー情報入力オーナー情報入力

メインメニューメインメニュー

リスク分析リスク分析

オーナー情報登録オーナー情報登録

建物情報登録建物情報登録

建物検索建物検索

建物名称建物名称 新宿タワービル新宿タワービル

所在地所在地 東京都新宿区東京都新宿区

竣工年月日竣工年月日 年 月 日年 月 日

構造構造 SRC8SRC8階建て階建て

延床面積延床面積 ㎥㎥

建物内人員建物内人員 人人

オーナーオーナー 株式会社株式会社

検索検索

新宿タワービル 平成元年新宿タワービル 平成元年1010月月1010日 東京都新宿区日 東京都新宿区

建物名称 竣工年月日 所在地建物名称 竣工年月日 所在地

分析開始分析開始

リスク分析結果リスク分析結果

想定されるアスベスト含有量想定されるアスベスト含有量 ㎥㎥

①訴訟リスク①訴訟リスク

対象人員対象人員 人×判例単価人×判例単価 円円＝＝ 円円

②対策プラン②対策プラン
・封じ込め・封じ込め

面積×単価面積×単価 円＝円＝ 円円
・解体・解体

面積×単価面積×単価 円＝円＝ 円円

想定リスク総額想定リスク総額 円円
印刷印刷

リスク情報登録リスク情報登録

建物情報入力建物情報入力

建物名称建物名称 新宿タワービル新宿タワービル

所在地所在地 東京都新宿区東京都新宿区

竣工年月日竣工年月日 年 月 日年 月 日

構造構造 SRC8SRC8階建て階建て

延床面積延床面積 ㎥㎥

建物内人員建物内人員 人人

オーナーオーナー 株式会社株式会社
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１．ＣＳＲとは１．ＣＳＲとは

Ⅱ．ＣＳＲと企業価値向上手法

定義

Corporate Social Responsibilityの略。

★企業と社会の持続的な相乗発展に資する

★事業の中核に位置付けるべき投資である

★自主的な取り組みである
引用：経済同友会「市場の進化」と「社会的責任経営」より

Corporate Social Responsibilityの略。

★企業と社会の持続的な相乗発展に資する

★事業の中核に位置付けるべき投資である

★自主的な取り組みである
引用：経済同友会「市場の進化」と「社会的責任経営」より



54

１．ＣＳＲとは１．ＣＳＲとは

Ⅱ．ＣＳＲと企業価値向上手法

コンプライアンスの視点

法律は理解して順守するだけでなく、その背景にあ
るものを読み取り、対策をすることが企業
のＣＳＲとして大切で、またその動向や方向
性を把握することで新たなビジネスチャン
スを掴み取ることができる

法律は理解して順守するだけでなく、その背景にあ
るものを読み取り、対策をすることが企業
のＣＳＲとして大切で、またその動向や方向
性を把握することで新たなビジネスチャン
スを掴み取ることができる

法規制の背景にあるものを慮る
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１．ＣＳＲとは１．ＣＳＲとは

Ⅱ．ＣＳＲと企業価値向上手法

（１）石綿障害予防規則
レベル２・３のレベル１対応

（２）廃棄物処理法
非飛散性アスベストの特別管理産業廃棄物対応

（３）その他
調査分析・除去企業に対する資格制度など

（１）石綿障害予防規則
レベル２・３のレベル１対応

（２）廃棄物処理法
非飛散性アスベストの特別管理産業廃棄物対応

（３）その他
調査分析・除去企業に対する資格制度など

法規制の背景にあるものを慮る

アスベスト関連法の今後
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２．環境報告書からＣＳＲ報告書へ２．環境報告書からＣＳＲ報告書へ

Ⅱ．ＣＳＲと企業価値向上手法

２００４年 ２００５年

環境１８％

環境・
社会３４％

サスティナビ
リティー１０％

その他８％

環境３２％

環境・社会２６％ＣＳＲ１０％

サスティナビ
リティー９％

その他２３％

資料：日経ＢＰ環境報告書大全

ＣＳＲ３０％ＣＳＲ３０％
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環境５％

環境・
社会２８％

サスティナビ
リティー５％

その他７％

２．環境報告書からＣＳＲ報告書へ２．環境報告書からＣＳＲ報告書へ

Ⅱ．ＣＳＲと企業価値向上手法

２００７年

ＣＳＲ５４％ＣＳＲ５４％
船井総研調査
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２００４年 ２００５年 ２００７年

ＣＳＲタイトル割合の推移

Ⅱ．ＣＳＲと企業価値向上手法

２．環境報告書からＣＳＲ報告書へ２．環境報告書からＣＳＲ報告書へ

５４％

３０％

１０％
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Ⅱ．ＣＳＲと企業価値向上手法

３．報告書におけるアスベスト３．報告書におけるアスベスト

0

5

10

15

20

25

30

２００４年 ２００５年 ２００７年

２７％
２２％

１７％

アスベスト記述割合の推移
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Ⅱ．ＣＳＲと企業価値向上手法
売上・利益へプラスの効果

売上・利益へマイナスの効果

不
確
実
・長
期
的
な
観
点

確
実
・短
期
的
な
観
点

ブランド価値
向上

リスク回避コスト圧縮

収益向上
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Ⅱ．ＣＳＲと企業価値向上手法

３．報告書におけるアスベスト３．報告書におけるアスベスト

記述例
①工事前・工事後の写真
②「４５％が工事終了」と
数字を明確に記載

③「２００８年５月まで」と
目標を明確に記載

ポイント

建材メーカー・販売など業種

三協・立山ホールディングス企業名



62

Ⅱ．ＣＳＲと企業価値向上手法

３．報告書におけるアスベスト３．報告書におけるアスベスト

記述例

①写真を掲載

②２００６年の処理量
廃石綿４９９ｔ、石綿含
有廃棄物１７０ｔと数字
を明確に記載

ポイント

ゼネコン業種

前田建設工業株式会社企業名
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Ⅱ．ＣＳＲと企業価値向上手法

３．報告書におけるアスベスト３．報告書におけるアスベスト

記述例

①記載面積が大きい（半
ページ）

②取り組み概要の明確
化

③解体工事の取り組み
の記載
④社員・退職者への対
応を明確に記載

ポイント

メーカー業種

積水化学工業株式会社企業名
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Ⅱ．ＣＳＲと企業価値向上手法

３．報告書におけるアスベスト３．報告書におけるアスベスト

記述例

業種

企業名

①記載面積が大きい（１ページ）

②「救済金」「医療支援」など社員・近隣
住民を意識した内容

ポイント

メーカー

株式会社クボタ
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Ⅱ．ＣＳＲと企業価値向上手法

３．報告書におけるアスベスト３．報告書におけるアスベスト

記述例

業種

企業名

①写真掲載

②除去業者選定のための「石綿除去業
者登録制度実施要領」を作成

ポイント

ゼネコン

大成建設株式会社
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Ⅱ．ＣＳＲと企業価値向上手法

３．報告書におけるアスベスト３．報告書におけるアスベスト

記述例
①工事前・工事後の写真

ポイント

アパレル業種

グンゼ株式会社企業名
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Ⅲ．まとめ

１．共創の時代
⇒自社のことだけを考えた経営戦略では生き残れない
⇒外資の参入により競争激化
⇒業界全体のレベルアップを考える

１．共創の時代
⇒自社のことだけを考えた経営戦略では生き残れない
⇒外資の参入により競争激化
⇒業界全体のレベルアップを考える

２．アスベストビジネスマーケットはまだまだ伸びる
⇒データで把握できるのは一部のみ
⇒マーケット・視点は世界へ（アジアなど）
⇒環境リスクに対する意識の向上
⇒消費者の目がますます厳しくなる
⇒非飛散性アスベスト・レベル２レベル３の規制強化
⇒世界動向（米国・ヨーロッパ）に注視

２．アスベストビジネスマーケットはまだまだ伸びる
⇒データで把握できるのは一部のみ
⇒マーケット・視点は世界へ（アジアなど）
⇒環境リスクに対する意識の向上
⇒消費者の目がますます厳しくなる
⇒非飛散性アスベスト・レベル２レベル３の規制強化
⇒世界動向（米国・ヨーロッパ）に注視
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お問い合わせ
テキスト＆講演内容に関するお問い合わ
せは下記連絡先までお願い致します。

TEL ： 03－6212－2933（直）

ＦＡＸ ： 03－6212－2947

担当者：戦略プロジェクト本部

環境ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ

チームリーダー 黒川 智玄


